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滋賀県衛生科学センター整備設計・施工者選定等支援業務 

委託仕様書 

 

１ 委託業務名   

滋賀県衛生科学センター整備設計・施工者選定等支援業務委託（以下、「本業務」という。） 

 

２ 業務の概要 

滋賀県衛生科学センターの整備に向けて、デザインビルド方式（設計と工事施工を一括で同じ会社若し

くは同じ企業体に発注する方式をいう。以下「ＤＢ方式」という。）で設計・施工者（基本設計、実施設計、工

事監理および施工を実施する者をいう。以下同じ。）を選定するための発注者支援等の業務を委託する。 

 

３ 整備予定施設の概要 

(1) 名称   滋賀県衛生科学センター 

(2) 建設地        滋賀県草津市笠山７丁目４番４３号 

(3) 敷地面積  約３，380 ㎡ 

(4) 整備延床面積  約３，800 ㎡ ※現時点における延床面積目安 

(5) 運営主体  滋賀県 

(6) 整備スケジュール(現時点における想定) 

令和６年度         要求水準書案の作成、設計・施工者の公募準備 

令和７年度９月まで    設計・施工者の公募・選定、事業契約締結等 

令和７年度１０月以降   基本設計 

令和８年度以降      実施設計、工事 

令和９年度          工事、供用開始 

 

４ 本業務の実施上の留意事項等 

(１) 本業務を受託したもの（以下「受託者」という。）は、滋賀県衛生科学センター整備事業（以下「本事業」

という。）に係る要求水準書等作成段階、設計・施工者選定段階において、発注者の方針や意向を十

分に理解し、品質・工期・コストに対する意図を踏まえた上で、関連する各分野における専門性の高い

技術力を有する者を随時、適切に配置し、本業務にあたるとともに、良質かつ安定的な支援を契約期

間中継続的に提供するものとする。 

(２) 受託者は、常に発注者の支援者としての立場に立ち、発注者の利益を守ることを最大の任務と捉え、

本業務を実施するとともに、契約期間中、発注者との高い信頼関係および倫理性の保持を徹底するこ

と。 

(３) 受託者は、本事業に関連する設計・施工者から、常時完全に独立する立場の維持を徹底すること。 

(４) 受託者は、滋賀県衛生科学センター整備設計・施工者選定等支援業務公募型プロポーザル実施要領

（以下「実施要領」という。）における所定の条件を踏まえるとともに、本業務の実施にあたり、本事業に

係る関係諸法令および関連条例等の遵守を徹底すること。 

(５) 受託者は、本業務の実施に関し、疑義が生じた場合には、速やかに発注者と協議を行うこと。また、本
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業務の遂行に当たり、本業務における発注者の方針や意向を満足する上で、当然必要な業務である

と発注者が考えるものに関しては、本業務に含まれるものとして遅滞なく遂行すること。 

 

５ 委託期間 

契約締結日から令和７年（２０２５年)９月３０日まで 

 

６ 業務の仕様 

令和９年度中の滋賀県衛生科学センターの供用開始に向け、発注方式の検討、設計者や施工者の選定、

品質・コスト管理、工期・スケジュールの管理といった発注者の支援を行う。本仕様書に記載されていない

事項は、日本コンストラクション・マネジメント協会発行の「ＣＭ（コンストラクション・マネジメント）業務委託

契約約款・業務委託書（２０２２年７月改訂版）」によるものを基本とし、発注者と受託者で協議し決定する。

なお、これらに記載の無い事項であっても、本業務の性質上必要と思われるものは、受託者の責任におい

て完備しなければならない。 

 

７ 参加資格 

1.単独の事業者による参加の場合 

滋賀県衛生科学センター整備設計・施工者選定等支援業務公募型プロポーザル（以下「本プロポーザル」

という。）の応募者は、次の要件を満たす法人（共同企業体も含む）とし、業務の一括再委託は認めないも

のとする。 

(１) 地方自治法施行令第１６７条の４に規定する者に該当しない者であること。 

(２) 滋賀県財務規則第１９５条の２各号のいずれにも該当しない者であること。 

(３) 滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと、 

その他の滋賀県の機関が定める指名停止等の基準による指名停止の措置期間中でないこと。 

(４) 次の①もしくは②に該当する者であること。 

① 滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱（昭和５７年滋賀県告示第

142号）に規定する資格を有すると認められて、競争入札参加資格者名簿に次のとおり登録され

ている者であること。 

【営業種目】 大分類:役務 中分類：各種調査業務 

 

なお、新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、次に示す場所において資格審査の申請を

行うこと。ただし、この場合には、この公告に係るプロポーザルの手続きに間に合わないことがあ

る。 

滋賀県物品・役務電子調達システムまたは滋賀県会計管理局管理課 

（〒520-8577 大津市京町四丁目 1-1 TEL:077-528-4314） 

 

② 滋賀県が発注する建設工事等についての契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等（昭

和６３年 10 月５日滋賀県告示第 443 号）に規定する資格を有すると認められて、競争入札参加

有資格者名簿に次のとおり登録されている者であること。 
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【入札参加業種】 建築設計監理 

 

(５) 次の業務実績を元請で受注した実績を有すること。 

国または地方公共団体等が発注する工事で、「令和６年国土交通省告示第８号別添二」による建築物

の類型三から十二に該当し延べ面積 3,000 ㎡以上の建築物の新築、改築に伴って行われたＣＭ業

務のうち、平成２６年４月１日以降に発注され、本プロポーザルの参加表明書提出日までに完了してい

る業務（全体計画の一部が完了でも可とする。） 

※国または地方公共団体等が発注する工事：共工事の入札および契約の適正化の促進に関する法

律（平成１２年法律第１２７号）第２条第２項に定める公共工事 

 

2.共同企業体（JV）による参加資格 

（１） 共同企業体の各構成員が、7 参加資格の（1）～（4）の参加資格を満たしていること。 

（２） 共同企業体の代表企業が、7 参加資格の（5）の参加資格を満たしていること。 

（３） 共同企業体結成に係る協定を締結していること。 

（４） 共同企業体の各構成員が、本公募型プロポーザルに参加する単独の事業者または他の共同企業体

の構成員でないこと。 

 

8 管理技術者の資格および実績要件 

資格等要件は、原則として次に掲げるとおりとする。 

 

(１) 管理技術者 

ＣＣＭＪ（日本コンストラクション・マネジメント協会の認定コンストラクションマネジャー、以下「ＣＭｒ」と

いう。）の資格および一級建築士の資格を有する者で 7 参加要件（6）に該当する実績を一件以上有

すること。 

(２) 建築（総合） 

ＣＭｒの資格または一級建築士の資格を有する者でＣＭ業務に携わった実績があること。 

(３) 建築（構造） 

構造設計一級建築士または一級建築士の資格を有する者でＣＭ業務に携わった実績があること。 

(４) 電気設備 

建築設備士、設備設計一級建築士または一級建築士の資格を有する者でＣＭ業務に携わった実績が

あること。 

(５) 機械設備（給排水衛生・空調換気） 

建築設備士、設備設計一級建築士または一級建築士の資格を有する者でＣＭ業務に携わった実績が

あること。 

(６) 建築コスト管理 

建築コスト管理士または建築積算士の資格を有する者でＣＭ業務に携わった実績があること。 

(７) 工事施工計画 

一級建築施工管理技士の資格を有する者でＣＭ業務に携わった実績があること。 



4 

 

(８) 発注・入札契約支援 

ＣＭｒの資格または一級建築士の資格を有する者ＣＭ業務に携わった実績があること。 

 

※兼務について 

業務に支障のない範囲において、管理技術者および各主任担当者は下記のいずれかの条件を満たせば

兼務を認めるものとする。 

① 管理技術者は建築（総合）主任担当者以外の、いずれか一つの各分野の主任担当者との兼務を認

める。 

② 建築（総合）主任担当者は管理技術者以外の、いずれか一つの各分野の主任担当者との兼務を認

める。 

③ 建築コスト管理主任担当者、工事施工計画主任担当者、発注・入札契約支援主任担当者は、いず

れか一つ兼務することは認めるが、電気設備、機械設備主任担当者はいずれの主任担当者を兼

務することは認めない。 

 

9 業務を受託した場合の履行 

受託者は、実施要領に基づき提出した業務実施体制により、当該業務を履行するとともに、企画提案書

における提案事項については、実現に向けて問題点を検討し、問題点がある場合は改善策の提案を行うな

ど、発注者の承認を得て業務を遂行すること。 

 

10 業務計画書の提出 

受託者は、契約締結後速やかに、次に掲げる事項を記載した業務計画書を作成の上、発注者に提出し、

発注者の承認を得るものとする。（仕様書等に定めの無い業務計画については、協議事項とし、適宜追加す

るものとする。）なお、実施要領に基づき提出した配置予定の管理技術者および主任担当者の変更は原則

として認めない。ただし、やむを得ない理由により変更を行う場合は、同等以上の技術を有する者であるこ

との承認を発注者から得るものとする。 

(１) 業務概要 

業務の実施方針、段階毎の業務内容の整理、マネジメント目標（要求品質・コスト管理・目標工程）の

設定 

(２) 業務工程 

業務工程計画の作成、打合せ計画の作成 

(３) 業務実施体制 

全事業関与者の業務体制、組織計画（体系図）、業務担当表、連絡体制、連絡先 

(４) 主任担当者名簿 

担当分野、氏名、所属、役職、保有資格、実務経験等 

(５) その他 

発注者が他に必要とする事項 
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１1 業務内容 

    本業務に関する下記の各段階の CM 業務を行う。 
 

1. 要求水準書等作成支援業務 

(１) 入札契約方式の決定支援 

ア 令和５年度に実施した、本整備に係る官民連携(PPP/PFI)手法等導入可能性調査の結果を踏

まえ選定した入札契約方式であるDB方式について、事業の開始に際し、確認および助言を行

う。 

イ 今後DB方式で整備を進めることについて、設計会社や施工会社等へのサウンディング型市場調

査（アンケート調査等）を企画し、発注者に提案する。またアンケート調査等を実施し、その結果を

集計、文書化して発注者に提出する。 

ウ 県で選定した入札契約方式について、市場調査結果等を踏まえた評価（案）を作成し、発注者の

意思決定を支援する。評価（案）には、検討経緯や検討結果、入札契約方式（DB方式）と従来型

手法を比較した際のメリット・デメリットの文書化や概算事業費の算出等を含むものとする。 

 

(２) 要求水準書（案）の作成 

ア 発注者が策定した滋賀県衛生科学センター整備基本計画（令和5年7月）（以下、「基本計画」と

いう。）に係る事項（施設内容、施設規模、配置計画、ゾーニング計画、施設に必要な機能・設備

等）を確認する。 

イ 衛生科学センターの職員に、施設内容、施設規模、配置計画、ゾーニング計画、施設に必要な機

能・設備等についてヒアリングを行い、具現化するための仕様を要求水準書（案）に反映させる。 

ウ アおよびイの確認を踏まえて、以下の小目も踏まえ、本事業における要求項目の検討整理を行

い、設計業務および施工業務等に関する要求水準書（案）を作成する。 

① 敷地条件のとりまとめ  

県が別途発注する地盤調査・地質調査への助言・提案・支援 

（発注内容や仕様書等についての助言・確認を含む） 

敷地条件（案）の作成 

② 建築計画（案）の策定  

室内平面プラン・ゾーニング計画等の作成 

（原則は、発注者が策定した基本計画によるが、（２）イのヒアリングによる検討結果の反映等

の必要に応じた修正） 

昇降機・排水処理施設の性能・規模の検討 

 

③ 構造計画（案）の策定  

構造種別の検討  

耐震性能の設定   

 

④ 設備計画（案）の策定  

基本方針の提案  
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電気設備の基本性能設定  

空調設備の基本性能設定  

衛生設備の基本性能設定  

 

エ 要求水準書（案）を作成する際には下記項目に配慮すること。 

① 県内事業者の受注機会の増大 

② 滋賀県公共施設マネジメント基本方針に基づいた整備 

ユニバーサルデザイン化 

CO2ネットゼロ（ZEB Ready）への取り組み 

県産材（木材）の利用促進 

 

(３) 工事費等の積算・工事費の概算書の作成 

発注者が基本計画段階で作成した概算事業費の内容や直近の物価動向を反映するため、全国的な

最新の事例を確認・調査した上で、予算要求も踏まえ、本事業における建設費、建設関連経費（設計

委託費用等を含む）等の概算事業費を算定し、発注者に提示する。 

(４) スケジュール管理 

事業者選定支援段階から新棟竣工、供用開始までのマスタースケジュールを作成し、発注者へ提示

する。 

(５) 什器・備品、特殊機器、ＩＣＴ（情報通信機器）等の付帯設備への対応 

発注者が別途発注する付帯設備の内容および仕様の検討結果について、要求水準との調整事項を

確認し、受託者が必要と判断した場合は発注者と協議の上、要求水準書（案）に反映する。 

 

2. 設計・施工者選定支援業務 

(１) 工事発注計画書（案）の作成 

工事の発注方法、発注区分、発注スケジュール、契約方法、地域経済振興対策等について発注者と

協議し、工事発注計画書（案）を作成する。 

(２) 選定方式および選定スケジュール 

工事発注計画書（案）に基づき、適切と考える選定方式（評価基準、選定プロセス）および選定スケジ

ュールを作成し、発注者の承諾を得る。 

(３) サウンディング型市場調査の実施 

想定した発注方式について、設計会社や施工会社等へアンケート調査を企画し発注者に提案する。

また、アンケート調査の実施を支援し、その結果を発注者に提出する。 

(４) 設計・施工者選定に係る委員会、事務局の運営支援 

必要に応じて、事務局として、設計・施工者選定に係る委員会等（以下「委員会等」という。）への出

席を行うとともに、議事録の作成を行う。 

(５) 設計・施工者選定用の資料作成および説明支援 

ア 工事区分、設計・施工者選定方式に従って、設計・施工者選定用の資料案（募集要項、応募様

式、仕様書、評価基準、発注時に必要とされる発注書（案）等）を作成し、発注者の承諾を得る。 
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イ 作成した設計・施工者選定用の資料に関する委員会等での承認について、発注者の要望に応じ

て事務局説明の支援を行う。 

(６) 設計・施工者選定公募手続に関する支援 

発注者が県のホームページで告示する内容等に関し、要望に応じて助言を行う。 

(７) 質疑対応の支援 

提案者からの質疑に対し、回答案の作成などの支援を行う。 

(８) 設計・施工者とのＶＥ等の対話（ＶＥ対話を実施する場合） 

ア 発注者が行うＶＥ対話の運営について発注者の要望に応じ助言する。 

イ 提出されたＶＥ提案について内容を検討・評価し、発注者に報告し、必要な場合は発注者に助言

する。 

(９) 設計・施工応募者の提案内容の確認 

評価基準に基づき、提案者の実績・資格評価資料作成支援および技術提案の比較などの委員会等へ

の支援資料の作成を行い、発注者に提示する。 

 

3. 共通業務・その他業務 

全ての業務に共通して行う業務を以下とする。  

(１) 発注者への積極的な助言等 

受注者は本事業を実施するに当たり想定される懸案や課題について、積極的に発注者に伝達すると

ともに改善案を助言する。 

(２) 本事業における情報管理・記録等 

本事業の運用における伝達・記録・保存の対象となる情報を定め、情報の伝達・記録・保存の方法を

提案する。発注者との協議において、決定した方法に従い、情報の管理・更新・運用を行う。 

(３) 会議等への出席 

受託者は必要に応じて会議等に出席し、技術的中立性のもと、発注者の支援を行う。受託者が出席す

ると定められていない会議については、議事録または報告をもとに必要に応じ発注者に助言する。 

(４) 関係部門への説明支援 

庁内および議会等における本事業に関する説明に向け、発注者に助言および支援を行う。 

(５) 打合せおよび記録 

受託者が関与した打合せ、協議等については、速やかに会議録を作成し、検討結果資料等を添えて

発注者に提示後、わかりやすく分類し、一元管理すること。  

(６) 紛争の解決 

発注者と、本事業における関係者または第三者等との間で生じる一切の紛争の解決は、紛争当事者

間で図るものとし、受託者はその紛争に一切関与しない。ただし、本事業に関する紛争で発注者が当

事者となっているもので、かつ、発注者の依頼があるときに限り、本事業に関する技術的説明の限度

で発注者に助言する。 

 

 

 



8 

 

１2 業務の実施条件等 

各業務は、以下の条件および適用基準等に基づいて行う。 

1. 情報マネジメント 

(１) 打合せおよび記録等 

以下の受託者が関与した打合せ、協議等については、速やかに会議録を作成し、次回打合せ時まで

に検討結果資料等を添えて発注者に提示後、わかりやすく分類し、一元管理すること。 

ア 連絡調整によるもの 

イ 定例打合せ（２週間に１度程度を基本とする） 

(２) 計画書・報告書 

検討経緯がわかるように整理し一元管理すること。 

(３) 守秘義務 

受託者は、本業務により知り得た一切の情報を発注者の承諾を得ずに第三者に漏らしてはならない。

また、契約終了後においても同様とする。本業務の遂行にあたり発注者の所掌する情報資産の保護

について万全を期すものとし、その機密性、安全性、可用性を維持するために必要な対策を講ずると

ともに、本業務において知り得た情報を正当な理由無く第三者に知らせるほか、本業務の目的外に使

用することの無いよう関係者全員に徹底させること。 

 

2. 業務報告 

本業務期間中の発注者の指定した時期に、事業進捗状況その他指定内容について、とりまとめて報 

告する。 

(１) 定期報告内容 

ア 各会議･打合せ検討結果 

イ 事業進捗状況（各事業および全体事業のスケジュール、クリティカルパスの表示） 

(２) 報告の仕様 

ア 定期報告資料をＡ４縦にまとめ左綴じとしたもの 

イ 上記の電子ファイル 

 

１3 成果品および提出部数 

成果物等については以下を基本とする。なお、ここに定めがないものについては、発注者の指示によるもの 

とする。 

 

1. 成果物等の提出先 

住所 〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 

担当者 健康医療福祉部 健康危機管理課 

TEL  077-528-3578 

FAX  077-528-4866  

E-mail ej0010@pref.shiga.lg.jp 
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2. 各業務の提出成果物の規格等 

以下のとおりとする。 

業務種別 成果物および規格 部数 

要求水準書等支援業務 

（１）業務計画書 

（２）業務報告書（定期報告・完了報告） 

（３）入札契約方式決定経緯報告書 

（４）要求水準書（案） 

Ａ４版ファイル綴 １部 

上記の電子データ １式 

設計・施工者選定支援業

務 

（１）業務計画書 

（２）業務報告書（定期報告・完了報告） 

（３）設計・施工者選定報告書 

Ａ４版ファイル綴 １部 

上記の電子データ １式 

 

3. 成果物の構成 

（１） 紙データ版 

以下の標準構成に基づき、ファイル綴を作成して提出する。なお、構成や成果物の項目については、適

宜協議により修正を行うものとする。 

なお、受託者決定後に、発注者と受託者協議のうえ決定したスケジュールに基づき、令和6年度分の

完了報告書を提出すること。 

成果物 規格 備考 

（１）業務計画書 

① 業務概要 

② 業務工程 

③ 業務実施体制 

④ 主任担当者・協力企業等 

⑤ その他 

Ａ４縦 共通：文書表記は１０．５ポイント以上を

原則とする。ただし、図面内に表記され

ている画像処理された文字につては、 

読み取れば可とする。 

（２）業務報告書 

① 支援実施概要 

② 各業務報告 

③ 打合せ･会議記録（資料共） 

④ その他報告・資料等 

（３）入札契約方式決定経緯報告書 

① サウンディング型市場調査実施要領 

② 配布資料一覧 

③ サウンディング型市場調査結果概要 

（４）要求水準書（案） 

※詳細は、10ページに記載の「５ 要求水準

書（案）について」を参照。 

（５）設計・施工者選定報告書 

① 設計・施工者選定方針 
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② 評価基準、選定プロセス 

③ 選定スケジュール 

④ 選定委員会打合せ記録 

⑤ 設計・施工者選定結果まとめ 

⑥ その他 

（注）１）成果物の名称や内容は、発注者と受託者との事前協議により詳細を決定すること。 

２）綴りは製本せず、着脱可能な厚型ファイルを使用すること。 

３）綴りは適宜分冊し、背表紙及およびインデックスを用いて解りやすくまとめること。 

 

（２） 電子納品版 

以下の構成により電子納品版を作成し、提出する。 

 

成果物 規格 部数 備考 

紙データ版に収めた全てのデータ 磁気記録物 ２部 正・控とし、それぞれケ

ースに収める。 

（注）１）成果物のファイル形式は発注者と受託者との事前協議により詳細を決定すること。 

２）納品する磁気記録物には、タイトルを記載するとともに、内部のデータについても製本版と同じ

タイトルを付したフォルダやファイル名を作成し、焼き付けること。 

３）データについては、製本版と同じ体裁で作成したＰＤＦ版で格納すること。ただし、必要に応じ

て、以下の形式により格納すること。 

① 文書：Microsoft Word形式またはMicrosoft Excel形式 

② 表、グラフ：Microsoft Excel形式またはMicrosoft PowerPoint形式 

③ 写真データ：Jpeg形式 

 

4. 記載内容の整理 

計画書、報告書等については、電子データおよび業務種別等により分かりやすく整理し、目次や図面番

号、インデックス等を適宜付けること。 

 

5. 要求水準書（案）について 

次に掲げる項目を内容とする要求水準書（案）を作成すること。 

（１） 計画与条件 

敷地概要 

遵守すべき法制度等 

※原則は、発注者が策定した基本計画による。 

（２） 計画概要 

建築（意匠）の計画概要 

建築（構造）の計画概要 

設備（電気・機械・昇降機）の計画概要 
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※原則は、発注者が策定した基本計画による。 

（３） 工事費等概算書 

新棟整備費用（付帯工事費を含む） 

（４） マスタースケジュール 

（５） 設計・工事監理業務に係る要求水準 

設計業務の対象 

設計業務の要求水準 

監理業務の要求水準 

（６） 建設業務に係る要求水準 

建設業務の対象 

建設業務の要求水準 

 

※要求水準書（案）の構成は一般的なものであり、建築物の計画に応じ、発注者との協議により項目

を追加・省略する場合がある。 

 

１4 成果物に係る著作権等 

(１) 受注者は、業務に係る成果品、資料等の所有権および著作権は全て成果品の引渡し時に発注者に譲

渡するものとする。 

(２) 受注者は、発注者の承諾を得ることなく成果品等の内容を公表してはならない。 

(３) 受注者は、著作権法第20条第１項に規定する権利を行使してはならない。 

(４) 受注者は、発注者に引き渡した成果品の全てについて第三者の有する著作権等を侵害するものでは

ないことを保証するとともに、第三者の有する著作権等を侵害した場合は、その損害を補償し、必要

な措置を講じなければならない。 

(５) 受注者は、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産を使用するときは、そ

の使用に関する責任を負わなければならない。 

 

１5 再委託 

受託者は、本業務の大半を第三者に再委託してはならない。また、業務の一部を第三者に再委託する場

合には、事前に県の承認を得るものとする。 

 

１6 暴力団員等による不当介入の排除について 

(１) 受託者は、暴力団員等（暴力団の構成員および暴力団関係者、その他県発注工事等に対して不当介

入をしようとするすべての者をいう。）による不当介入（不当な要求または業務の妨害）を受けた場合

は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、

捜査上必要な協力を行うものとする。 

(２) 受託者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報・報告書により所轄

警察署に届け出るとともに、県に報告するものとする。また、受託者は、以上のことについて、下請負

人（再委託の協力者を含む）に対して、十分に指導を行うものとする。 
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(３) 受託者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた場合は、

県と協議するものとする。 

 

１7 検査 

(１) 本仕様書に指定された成果物一式を納品し、県の検査をもって業務の完了とする。 

(２) 検査に際しては、管理技術者およびその他必要とする担当者を出席させるものとする。 

(３) 成果物に瑕疵があることが判明した場合、受託者は直ちに訂正、補足またはその他必要な措置を講じ

なければならない。業務が完了し、引渡し後であっても同様とする。 

(４) 検査および訂正等の措置に係る費用は、受託者の負担とする。 

 

１8 委託料の支払い 

委託料の支払いは、原則として年度ごとの委託業務の完了後に当該年度分を精算払いする。 

 

19 その他 

(１) 受託者は、業務の実施に当たっては、関係法令および条例を遵守するとともに、発注者と協議を行い、

その意図や目的を十分に理解した上で適切な人員配置のもとで進めること。 

(２) 受託者は、本事業全般に関わる発注者の業務支援者として、発注者の指示に基づき、本事業に係わる

関係者との協議事項や質疑が行われた場合には、発注者に代わるものして対応すること。この際、受

託者は関係者に対し、発注者の業務支援者であることおよびその役割を明らかにするとともに、公正

で中立的な立場を厳に保持するものとする。 

(３) 業務の実施に関し、疑義が生じた場合には、速やかに発注者と協議を行うこと。 

(４) 本業務に要する費用は、本仕様書に個別の明記のないものであっても原則として受託者の負担とす

る。 

(５) 受託者が共同企業体である場合、当該共同企業体は事業期間を通じて存続し、その各構成員は本事

を遂行する義務を連帯して負うこと。また、共同企業体の結成から解散まで、構成企業を変更または

追加することは原則として認められないこと。 

(６) 本業務の受託者（再委託を含む）およびその関連企業（会社法（平成１７年度法律第８６号）第２条に規

定する親会社と子会社の関係にある者および親会社を同じくする子会社同士にある者、または、一方

の会社の役員が他方の会社役員を兼ねている者）ならびに、これらいずれかの者と資本面若しくは 

人事面で関係のある者は、別途発注する滋賀県衛生科学センター整備事業に係る設計施工業務の

請負者となることはできない。 

※「資本面において関連があると認められた者」とは、当該企業の発行済み株式総数の100分の50を

超える株式を有し、またはその出資の総額の100分の50を超える出資をしている者をいい、「人事面

において関連のある者」とは、当該企業の代表権を有する役員を兼ねている者をいう。 

(７) 本仕様書に定める事項について疑義が生じた場合および受託業務の細目については、県と受託者で

協議の上、決定するものとする。 

 

以上 


